
丸
尾
興
堂
は
二
代
、
瞭
益
の
次
男
と
し
て
天
保
五
年
（
一
八
四

○
）
五
月
に
生
ま
れ
た
。
眼
科
を
志
し
て
、
尾
張
の
馬
島
明
眼
院
の

三
十
世
、
円
哉
法
印
（
？
’
一
八
六
四
）
に
十
年
間
教
え
を
受
け
、

慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
に
郷
里
に
戻
り
眼
科
を
開
業
し
た
。
し
か

し
従
来
の
漢
方
医
学
に
飽
き
足
ら
ず
、
そ
の
後
、
横
浜
の
ア
メ
リ
カ

人
医
師
へ
ボ
ン
Ｑ
、
○
．
国
名
冒
冒
（
一
八
一
五
’
一
九
二
）
の

門
に
入
り
、
西
洋
医
学
の
教
え
を
受
け
た
。
以
後
、
漢
方
と
西
洋
医

学
の
長
所
を
と
っ
た
彼
の
施
療
は
評
判
と
な
り
、
門
前
市
を
な
す
盛

況
で
あ
っ
た
と
い
う
。

丸
尾
興
堂
の
幅
広
い
交
友
関
係
に
は
、
早
川
養
順
、
河
本
重
次
郎

（
一
八
五
九
’
一
九
三
八
）
ら
の
名
前
が
見
え
る
。
今
日
、
帝
京
大

学
眼
科
教
授
、
丸
尾
敏
夫
や
日
本
眼
科
医
会
会
長
、
長
屋
幸
郎
を
始

め
と
し
て
、
復
明
館
丸
尾
家
の
家
系
に
つ
な
が
る
人
々
は
全
国
で
大

い
に
活
躍
し
て
い
る
。

今
回
、
復
明
館
丸
尾
家
の
系
譜
か
ら
、
興
堂
以
前
の
医
師
三
名
、

興
堂
以
後
の
、
眼
科
医
二
四
名
、
内
科
医
を
始
め
、
外
科
、
小
児

科
、
皮
層
科
、
耳
鼻
科
、
歯
科
併
せ
て
一
八
名
の
計
四
四
名
に
つ
い

て
、
そ
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
述
べ
る
。

（
京
都
府
京
都
市
）

大
規
模
な
環
境
汚
染
は
明
治
の
産
業
革
命
以
来
の
こ
と
で
、
一
八

九
六
（
明
治
二
九
）
年
、
製
薬
士
田
原
良
純
は
「
我
国
ノ
エ
業
衛
生

二
就
テ
」
と
い
う
論
文
で
、
東
京
王
子
の
印
刷
局
製
紙
場
と
陸
軍
省

硫
酸
製
造
所
の
間
の
川
の
汚
染
、
深
川
の
「
セ
メ
ン
ト
」
工
場
の
大

気
汚
染
、
足
尾
銅
山
、
別
子
銅
山
の
鉱
害
を
あ
げ
、
「
東
京
飛
鳥
山

ノ
櫻
將
二
枯
レ
ン
ト
欲
シ
」
と
書
い
て
い
る
。

鉱
毒
事
件
は
各
地
で
お
こ
っ
た
が
、
足
尾
銅
山
の
鉱
毒
は
公
害
の

原
点
と
ま
で
い
わ
れ
て
悪
名
高
い
。

一
九
八
一
（
昭
和
五
六
）
年
に
日
立
市
の
日
立
鉱
山
は
閉
山
し
た

が
、
日
立
鉱
山
の
創
業
者
は
後
に
は
政
治
家
に
も
な
る
久
原
房
之
助

（
一
八
六
九
’
一
九
六
五
）
で
、
一
九
○
五
（
明
治
三
八
）
年
、
赤

沢
銅
山
を
購
入
、
地
名
に
ち
な
ん
で
日
立
鉱
山
と
改
称
し
た
。
生
産

日
本
の
大
気
汚
染
の
歴
史

三
捕
豊
彦
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量
が
拡
大
し
て
、
山
林
や
農
作
物
に
大
き
な
煙
害
を
与
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
久
原
に
従
っ
て
小
坂
鉱
山
か
ら
日
立
鉱
山
に
来
た
庶
務
課

長
の
角
弥
太
郎
は
煙
害
対
策
に
力
を
注
い
だ
。
日
立
鉱
山
は
そ
の
た

め
一
六
三
五
ｍ
の
百
足
煙
道
（
一
九
二
年
）
、
高
さ
三
六
・
四
ｍ
、

口
径
一
七
・
九
ｍ
の
タ
ン
ク
状
の
阿
呆
煙
突
（
一
九
一
三
年
）
を
作

っ
た
が
効
果
は
な
く
、
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
に
は
煙
毒
の
補
償

は
二
○
万
円
に
達
し
た
。
次
い
で
久
原
は
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年

に
一
五
五
・
七
ｍ
の
当
時
世
男
第
一
の
高
さ
の
大
煙
突
を
会
社
の
技

術
で
た
て
さ
せ
、
煙
害
が
減
少
し
た
。

そ
の
他
、
気
象
の
専
門
家
を
入
社
さ
せ
て
、
気
象
観
測
室
を
つ
く

り
、
明
治
末
に
は
気
球
を
あ
げ
て
高
層
気
象
を
測
定
し
て
い
る
。
ま

た
鉱
山
病
院
が
で
き
る
と
、
院
長
が
煙
害
地
域
の
病
人
の
た
め
山
道

を
往
診
す
る
と
か
、
煙
害
を
受
け
た
森
林
に
苗
木
を
提
供
す
る
と
か

し
て
被
害
住
民
と
会
社
と
の
関
係
は
他
の
鉱
毒
事
件
と
く
ら
べ
大
部

ち
が
っ
て
い
た
。

現
在
の
日
立
製
作
所
は
日
立
鉱
山
の
電
気
機
材
修
理
工
場
の
発
展

し
た
会
社
で
、
日
立
市
に
は
大
煙
突
が
残
っ
て
い
る
。

一
九
二
○
（
大
正
九
）
年
に
、
大
阪
市
は
鏑
木
徳
二
博
士
に
委
嘱

し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
の
煤
煙
防
止
問
題
を
調
査
さ
せ
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
一
九
世
紀
に
石
炭
の
使
用
が
急
増
、
ロ
ン
ド
ン
で

は
濃
霧
が
し
ば
し
ば
発
生
し
、
気
管
支
炎
に
よ
る
死
亡
が
増
加
し

た
。

一
九
○
○
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
人
口
は
三
、
七
○
○
万
人
に
達

し
、
一
人
当
り
の
石
炭
使
用
量
は
年
六
ト
ン
に
な
り
、
ロ
ン
ド
ン
の

大
気
汚
染
は
ひ
ど
く
な
っ
た
。
こ
の
年
、
夏
目
漱
石
が
イ
ギ
リ
ス
留

学
に
出
発
、
一
九
○
一
（
明
治
三
四
）
年
一
月
四
日
（
金
）
の
日
記

に
ロ
ン
ド
ン
の
大
気
汚
染
に
驚
い
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

一
九
○
五
年
、
ロ
ン
ド
ン
で
公
衆
衛
生
会
議
が
開
か
れ
、
ば
い
煙

を
含
ん
だ
霧
を
ス
モ
ッ
グ
窃
日
ｏ
巴
と
よ
ぶ
こ
と
を
申
し
合
わ
せ

た
。
そ
し
て
一
九
二
六
年
に
は
「
ば
い
煙
防
止
法
」
が
制
定
さ
れ
て

い
る
。し

か
し
、
一
九
五
二
年
に
有
名
な
大
気
汚
染
の
「
ロ
ン
ド
ン
事

件
」
が
お
こ
っ
た
。
も
っ
と
も
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
報
道
さ
れ
な
か

っ
た
。一

九
五
五
（
昭
和
三
○
）
年
こ
ろ
か
ら
、
日
本
で
も
ス
モ
ッ
グ
が

ニ
ュ
ー
ス
に
な
り
は
じ
め
た
。

厚
生
省
や
東
京
都
の
依
託
で
、
こ
の
頃
、
労
働
衛
生
学
者
が
中
心

に
な
っ
て
、
大
気
汚
染
の
測
定
な
ど
も
は
じ
ま
っ
た
。
し
か
し
、
そ
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の
こ
ろ
は
、
大
気
汚
染
の
研
究
は
学
問
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
文

部
省
あ
た
り
は
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

一
九
五
五
年
、
ア
メ
リ
カ
の
「
大
気
汚
染
法
（
ど
吋
胃
冒
号
旨

少
ｇ
）
」
、
一
九
五
六
年
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
空
気
清
浄
法
（
Ｑ
３
唇
曾
再

戸
ｇ
）
」
が
制
定
さ
れ
た
。

日
本
各
地
で
大
気
汚
染
の
測
定
が
行
わ
れ
、
一
九
五
八
（
昭
和
三

三
）
年
の
『
労
働
の
科
学
』
第
一
三
巻
（
二
号
）
に
札
幌
市
、
東
京

都
、
大
阪
市
、
尼
崎
市
、
宇
部
市
の
大
気
汚
染
の
実
情
が
「
空
気
汚

染
特
集
号
」
と
し
て
集
録
さ
れ
て
い
る
。

一
九
五
九
（
昭
和
三
四
）
年
、
ロ
ン
ド
ン
で
開
か
れ
た
国
際
清
空

会
議
（
冒
厨
目
昌
。
冒
巴
Ｑ
３
ｐ
匿
再
Ｃ
Ｏ
員
①
園
の
ｐ
ｏ
ｏ
凹
己
固
曽
号
冨
。
ご
）

に
日
本
か
ら
は
じ
め
て
参
加
し
て
い
る
。

同
年
十
二
月
、
大
気
汚
染
研
究
全
国
協
議
会
（
現
協
会
）
発
足
。

こ
の
会
が
一
九
六
○
（
昭
和
三
五
）
年
『
大
気
汚
染
ニ
ュ
ー
ス
』
を

創
刊
し
て
い
る
。

こ
の
頃
、
四
日
市
市
磯
津
地
区
、
塩
浜
地
区
で
喘
息
の
多
発
が
報

道
さ
れ
た
。

一
九
六
二
（
昭
和
三
七
）
年
、
「
煤
煙
の
排
出
の
規
制
管
に
関
す

る
法
律
」
公
布
、
そ
の
こ
ろ
は
も
っ
ぱ
ら
煙
突
の
黒
煙
の
規
制
が
中

心
だ
っ
た
。

一
九
六
三
（
昭
和
三
八
）
年
、
ス
モ
ッ
グ
に
つ
い
て
衆
議
院
で
公

聴
会
が
開
か
れ
て
い
る
。

厚
生
省
に
公
害
課
が
発
足
し
た
の
は
一
九
六
四
（
昭
和
三
九
）
年

で
、
大
気
汚
染
の
進
行
に
く
ら
べ
、
行
政
の
対
応
は
ゆ
っ
く
り
し
て

い
た
。一

九
六
六
（
昭
和
四
一
）
年
、
『
大
気
汚
染
研
究
』
（
一
九
七
八
年
、

『
大
気
汚
染
学
会
誌
』
と
改
称
）
が
創
刊
さ
れ
て
い
る
。
新
型
車
の

排
気
ガ
ス
の
一
酸
化
炭
素
を
三
％
以
下
に
す
る
こ
と
を
は
じ
め
て
き

め
て
い
る
。

一
九
六
七
（
昭
和
四
二
）
年
、
公
害
対
策
基
本
法
が
公
布
さ
れ
て

い
る
。
四
日
市
公
害
訴
訟
が
は
じ
ま
っ
た
。

一
九
六
八
（
昭
和
四
三
）
年
、
東
京
都
が
東
電
大
井
火
力
と
重
油

の
硫
黄
分
○
・
一
％
以
下
の
燃
料
を
使
用
す
る
覚
書
き
を
か
わ
し

た
。
大
気
汚
染
防
止
法
公
布
。

一
九
七
○
（
昭
和
四
五
）
年
に
公
害
被
害
者
救
済
制
度
が
ス
タ
ー

ト
し
て
い
る
。

環
境
庁
が
一
九
七
一
（
昭
和
四
六
）
年
七
月
に
発
足
し
て
い
る
。

（
労
働
科
学
研
究
所
）
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